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令和４年 ４ 月 １ 日から 令和５年 ３ 月 ３１ 日まで 
 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人子どもＮＰＯ・子ども劇場全国センター  
 
 １ 事業の成果 
 NPO法改正による各種手続きのデジタル化の開始、電子帳簿やインボイス制度等の周知を行った。コロナ禍
の基、団体正会員のネットワークの協力で、乳児院や児童養護施設等5か所にプロによるワークショップを届
け、子どもたちや保護者のたくさんの笑顔を見ることができた。ママパパラインは件数が大きく伸びた。コロナ
で家族の生活様式が変化し、外部とのつながりが薄くなったママたちのイライラ感や行き詰まり感を抱えた声が
多く寄せられた。パパからの電話も入り、子育てに関わっていることで起きる悩みをお聴きした。長期自粛生活
のストレスが虐待に向かい、増加に拍車をかけている。全国7か所のライン共、当事者や社会へのカード配布を
行い、広報周知を充実させ、常設日が地域社会に定着してきた。コロナウイルス感染拡大で、計画していた全国
スタッフ研修会はZOOMとなり、リスクを回避しながらラインを開設した。 

 
２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業 
 
 
 
 
 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

  ママパパラ
イン全国ネッ
トワーク事業 

 

① 全国キャンペーンの実施 
② アドカード・ポスター作成 
③ 受け手研修会の実施 

 

①2023年2月13日

～2月18日   

②年間を通じて

③年間を通じて 

 

 

 

 

 

 

①全国7か所

のママパパラ

イン 

 

 

 

130人 

 

①全国の養育

者・家庭 

 
577 

ホッとアート
事業 

乳児院や児童相談所等児童福祉

施設6か所にもワークショップを

届けた。子どもの笑顔と家族が

ほっとする時間をつくり、子ど

も達の心を開放した。 

①4月14日 
 
②10月7日 
 
③10月12日 
 
④12月12日 
 
⑤1月27日 
 
⑥1月28日 
 
 
 
 

①鎌ヶ谷市粟野
児童センター 

②名古屋中央児
童相談所 

③横芝光町子育
て支援センタ
ー横芝 

④子どもと文化
の森交流ひろ
ば 

⑤阪南市立子育
て総合支援セン
ター 
⑥神戸少年の家 

 

①3人  
 
②1人  
 
③2人 
 
④1人 
 
⑤3人  
 
⑥3人 
  
  
 
 

①28人 
 
②37人 
 
③29人 
 
④20人 
 
⑤50人 
 
⑥32人 
 
 
  
 
 
 

 
 
   736 

 
情報出版事業 

ＮPO法改正、電子帳簿、インボ

イス制度等についての旬情報発

信。 

アクティブレポート発行 

  

 通年 

 

 年3回 

 

江戸川区 

 
 3人 

  

  

関係団体20 

  
0 

              
 
 （２）その他の事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

事業費の 
金額 

（千円） 

 

  
共済事業 

子ども関係諸団体の担い手(スタッフ・ 

役員)のための共済制度。 

子ども関係諸団体の活動のリスクをカバーす

る保険制度 

 
   
 通年 

 
江戸川区 

 
 
 1人 

 
 

2,136 

            
   


